
協議第２３号 

 

消防本部及び消防署所の事務分掌について 

 

次の調整結果について協議を求める。 

 

平成２３年１２月２２日提出 

 

神奈川県西部消防広域化協議会 

会 長  加 藤 憲 一 

 

 

（調整理由） 

１ 消防本部及び消防署の事務項目について 

・現在、小田原市と足柄消防組合の消防に係る事務項目は、表現は違うもの

の概ね同内容であることから、受託側である小田原市の事務項目を基本と

しても支障はない。 

・広域化による組織規模の拡大及び消防行政の高度化に伴い、委託市町及び

関係機関との連絡調整事務、情報セキュリティに関する事務及び医師会や

関係団体等との連携事務等が新たに追加若しくは増加する。 

２ 消防本部及び消防署の事務分掌について 

・事務分掌と組織・機構については強い相関関係にあることから、広域化時

の組織・機構を勘案し、事務分掌を規定する必要がある。 

 

調 整 結 果 

１ 現在の小田原市消防本部及び消防署の事務項目を基本と

し、広域化に伴う新たな事務項目を追加する。 

２ 広域化時の組織・機構を勘案し、事務分掌を規定する。 



（協議第２３号 消防本部及び消防署所の事務分掌について）関係資料 

 

主な事務分掌（案）【広域化時】 

 

広域化時の組織と主な事務分掌のイメージ 

 

消 防 本 部

消 防 課
消防署の庶務／安全管理／連絡調整／火災原因調査／立入検査／
建築確認等同意／消防団／関係団体　　ほか

予 防 課
火災予防計画・広報／防火管理・火災予防指導／立入検査／消防
設備／建築確認等同意／危険物規制／関係団体総括　ほか

警 防 課
警防計画／部隊運用／震災・水災・特殊災害対策／消防施設計
画・整備／開発行為／消防相互応援協定／緊急消防援助隊／消防
車両・資機材　ほか

消防総務課
消防本部の庶務／人事・服務／職員研修／福利厚生／消防予算・
経理／消防組織・制度／基本施策の企画・総合調整　ほか

広域調整課
消防団／消防受託事務／広域行政／庁舎等施設整備計画・維持管
理　ほか

警備第１課
警備第２課

水火災計画・防御／救急・救助活動／消防水利調査／火災予防／
警防対策・消防訓練／応急手当の普及啓発／訓練指導／防災福祉
ほか

救急救命課
救急企画／救急隊員資格・救急技能管理／救急医療・救急技術調
査・指導／医療機関連絡・調整／応急手当の普及啓発／メディカ
ルコントロール　ほか

情報指令課
消防通信管制／災害通報受付・指令／災害情報収集・伝達／消防
気象／消防通信施設計画・整備／通信施設保守管理／情報セキュ
リティ　ほか

消 防 署

 

 
※課の名称は仮称。 
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